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新型コロナウィルス感染症によるタクシー事業への影響にかかる
調査（第４弾）の実施について

新型コロナウィルス感染症による影響が依然として予断を許さない状況にあ

ることから、標記調査の第４弾を実施することといたしましたので、ご協力を

お願いいたします。

つきましては、前回調査と同じ会員事業者を対象とし、下記のデータを

別紙調査票にご記入の上、全タク連宛に メール（ ）E gyoumu@taxi-japan.or.jp

または （ ）にて４月２１日（火）までにご送付いただきますFAX 03-3239-1619

ようお願いいたします。

なお、従来と同様に事業計画にタクシー及びハイヤーの別ごとの数を記載す

る地域において、タクシーとハイヤー両方の事業を行っている調査対象事業者

につきましては、今回もタクシー及びハイヤーごとにそれぞれご提出いただき

ますようお願いいたします。

本件については、今後も継続的にデータの提出が必要になることと思料され

ますので、調査対象事業者におかれましては、日頃から輸送実績の集計等に

ご協力いただきますよう改めてご依頼いただきたくお願い申し上げます。

記

①営業収入

・令和２年４月１日（水）～令和２年４月１５日（水）及び前年同月

②輸送人員

・令和２年４月１日（水）～令和２年４月１５日（水）及び前年同月


